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―（特）長尾すぎの子クラブの活動内容は？ 

宝塚市長尾地区の小学1～3年の待機児童を、放課

後長尾小学校横の建物にて預かる学童保育を実施。

現在19人の児童に、34人のスタッフ・ボランテ

ィアで対応しています。今は夏休みなので、毎日9

時～5時まで開所。子どもたちが安全で楽しい、ほ

っとできる空間作りを心がけています。 

 

―法人設立までの経緯を教えてください 

話せば長いです（笑）農地法改正の後、長尾地区の

植木畑がたくさん売られて住宅が急激に増え、子ど

もの数も急増。市も保育所を増やすなど対応しまし

たが、学童保育（地域児童育成会）もどんどん定員

枠をオーバーして、小学入学と同時に家で一人にな

る子が増えた。そこで 04 年 3 月の保護者とまち

づくり協議会（以下まち協）福祉部会役員と、当時

市議会議員をしていた私の懇談から始まりました。

最初は「地域児童育成会」「待機児童」の実体を知

ることからのスタートで 05 年 3 月には宝塚市教

育委員会と協議を開始。行政と保護者、まち協の3

者で課題を一つ一つ付き合わせ、相互理解を深める

その協議があってこそ、今の「すぎの子クラブ」が

誕生したと思います。05年 7月から市の委託事業

としてシルバー人材センターが夏休み学童保育を

実施するも、ニーズはどんどん増えてくる。従来の

行政主体の学童保育拡大には予算難で色よい返事

がもらえない中、市から「まち協で受けてもらえる

なら」との提案もありましたが、まち協は法人格が

なく事業の責任を負える組織ではない。そこで06

年夏にはNPO法人を作るしかないとの結論に至り

ますが、長年の協議が実を結び市教育委員会の理解

のもと、まち協がバックのNPO法人として誕生さ

せることができました。（07年3月法人登記完了）

設立人は、長尾地区まち協の方々、保護者代表、私

と保育と労務の専門家含めた11人で構成、法人賛

助会員には宝塚市長・副市長にもなっていただいて

います。 

 

―NPO法人になって感じることは？ 

「理事は経営者（プロ）であること」を常に意識す

るように、毎月の理事会で確認しています。学童は

毎日のしごと。何もかもボランティアではできない。

子育てやまちづくりは皆が手弁当でやってきたが、

もうそんな時代ではないし、市だけがやる時代でも

ないと感じていた時に、コミュニティビジネスと出

会えた。また女性の社会進出を願う自分の思いとも

重なりました。最初は「なぜ好きで働いている母親

のために子どもを預からなければならないのか」と

いう意見もありましたが「ＮＰＯ法人」が経営する

コミュニティビジネスということで落ち着きまし

た。子どもと接すると可愛くて、そんな議論は皆忘

れちゃいましたけど（笑） 

 

―スタッフと運営体制について 

登録スタッフ 34 人中 25 人が有償、9 人が無償。

保育を担当するのは、まち協の声かけで集まってい

ただいた地域の女性たちがほとんど。有償はシフト

に入り、無償はいつ来てもOK。リーダーは時給が

アップします。時給は社労士さんの助言もあって兵

庫県の最低賃金を上回る額。その人件費と事務費、

消耗品は市から出ていて、NPOとの会計は別です。

子どもたちへの接し方については日々手探り。学校

帰りで家庭的なほっとする場所にしたいけど、野放

しでいいのか？しつけは？などなど。スタッフ全員

勉強中です。スタッフの他、関学や宝塚造形大、聖

和大学からのインターンシップ生にも習字やお絵

かきなど楽しいプログラムを提供いただいていま

す。ネットワークを広げて、いろんな人に子どもと

関わって欲しいと思っています。 

 

―これからの夢は？ 

卒業生に「ここで育ってよかったね」と思ってもら

える、すぎの子だからできる柔軟な学童保育をして

いきたい。NPO なので自由度が高いのが強み。近

くのNPOと連携して野菜の収穫や夏祭りへの参加、

百マス計算や体操など楽しい提案がいっぱいです。 

「私と NPO」 

 
特定非営利活動法人 長尾すぎの子クラブ 
古田時子理事 



� � � ¢ 特）宝塚ＮＰＯセンターも来年の3月で丸10年

を迎えます。震災を教訓に、小さな組織なら動きやすく

意思決定も早くできるだろうと作りました。また、あら

ゆる市民活動団体を支援するところとして産まれました。 

この10年センターとしてめざしてきたものは、市民

セクターの確立と市民主体の街を作ることでした。 

具体的には、市民のニーズや課題に合わせてＮＰＯや

コミュニティビジネスを起業する人を支援することや、

行政と対等な関係で協働できるようＮＰＯを基盤強化す

るための講座や研修、啓発を行いました。 

宝塚市には現在、約60団体のＮＰＯ法人が活動して

います。特に指定管理事業者になり大きく組織運営を行

っている団体も3法人あります。宝塚市立男女共同参画

センターは指定管理事業者として（特）女性と子どもの

エンパワーメント関西が運営を任されましたし、（特）宝

塚ＮＩＳＩＴＡＮＩは地域の利用施設・西谷ふれあい夢

プラザの運営と児童館事業を行っています。 

 福祉関連のＮＰＯが一番多く23法人あります。介護

保険サービスや障害者小規模作業所などです。事業規模 

も２千万円から５千万円で落ち着いた経営が伺えます。 

 企業の行う訪問介護やデイサービスもいいけれど、小

さな自分の家のようなＮＰＯ法人もいいものです。心の

相談を行うＮＰＯ法人も生まれています。 

 子どもを支援する５つのＮＰＯでは保育所の経営をす

るところや、虐待防止プログラムの啓発事業をおこなっ

ています。環境を考えるＮＰＯも6法人、社会教育系も

5法人あります。消費者保護のためや、科学を広める団

体、ＩＴ開発研究所や海外支援のＮＧＯなど多彩です。

これらは市民生活上行政ではできない部分を担ってきて

います。公なことを民間団体が自らのミッション･志と専

門性に基づいて行う時代になりました。震災のときには

なくて、困った体験から今大きく飛躍した街になってい

ますが、 もっともっと欲しいサービスがあります。こ

んなＮＰＯ法人があれば助かるというものがあれば仲間

と立ち上げてみましょう。私は自分が仲間と最期を過ご

す家を作りたいと思っています。 

（特）宝塚NPOセンター事務局長 森綾子 

注※（特）＝特定非営利活動法人（NPO法人）の略です 


